
地域公共交通活性化再生法と地域公共交通計画について 

１ 地域公共交通計画の概要について 

 地域公共交通計画は、「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにする「マ

スタープラン」としての役割を果たすもの。 

 「地域公共交通の活性化及び再生の推進に関する法律（地域公共交通活性化再生法）」により、

計画策定が地方自治体の努力義務とされており、地域の移動に関する関係者による法定協議会

（本県における岩手県地域公共交通活性化協議会）で策定に向けた議論を行うこととされてい

る。 

 令和７事業年度から、乗合バス等の国庫補助制度と地域公共交通計画が連動化されることから、

国庫補助を受けるためには、補助系統を位置づけた計画の策定が必要 

 地域公共交通計画に特定事業を位置づけ、特定事業を実施するための計画を策定することで、国

土交通大臣の認定のもと、特例措置等を受けることができる。 

※例）地域公共交通利便増進事業：ダイヤ・運賃等のサービス改善による利便性向上 

⇒フィーダー系統補助の新規性要件の緩和など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【計画策定のメリット】 

①地域住民等に対し、地域の旅客運送サービスの持続的な提供の方針、考え方を示すことができる。 

②まちづくりや観光施策などの分野横断的な連携や、交通関係者間の連携が強化される。 

③交通機関同士や、自治体と事業者間の役割分担が明確化される。 

④乗合バス等の一部の国庫補助を受けることができる。 

資料１ 

出典：国交省 HP 
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２ 活性化再生法の改正に係る国の動き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※出典：令和４年度第３回（第 22 回）交通政策審議会交通体系分科会地域公共交通部会（R5.1.17）資料より  

 

(１)ローカル鉄道の再構築に関する仕組みの創設について 

 経営が厳しいローカル線の再編を含む地域公共交通の再構築に向け、自治体や鉄道事業者など

関係者間の連携と協働を促進することを国の努力義務に。 

 沿線自治体や鉄道事業者の要請を受け、国土交通相は関係者に意見聴取し、必要と認める場合、

「再構築協議会」を設置。 

 協議会で、①鉄道維持・高度化、②バスなどへの転換のいずれかにより「再構築方針」を作成。 

 再構築方針に基づき、インフラ整備等を実施する自治体に対し、「社会資本整備総合交付金」で

駅・線路といった鉄道施設や、停留所などバス施設の整備費を支援。 

(２)エリア一括協定運行の制度化について 

 自治体と交通事業者は、交通サービス水準（運行ダイヤ・経路、運賃など）、費用負担等に関す

る協定を締結し運行。 

 国は、複数年の支援総額を事前に明示。 

(３)鉄道・タクシーにおける協議運賃制度の導入について 

 地域の関係者間の協議が整った際に、国への届出による運賃設定が可能に（乗合バスは協議運賃

制度導入済）。 

※現在国から公表されている情報をもとに整理したもの。今後変更となる場合がある。 
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